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行政苦情 110 番は、

　　０５７０- ０９０１１０

お　

知　

ら　

せ

◆
日
時　

５
月
24
日
（
土
）

　
　
　
　

14
時
〜
16
時

◆
場
所　

大
山
中
学
校
体
育
館

◆
指
導　

鳥
取
県
ス
ポ
ー
ツ
チ
ャ
ン

バ
ラ
協
会

◆
内
容　

基
本
動
作
・
練
習
試
合
な

ど※
年
齢
に
か
か
わ
ら
ず
、
ど
な
た
で

も
参
加
で
き
ま
す
。
動
き
や
す
い
服

装
で
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

大
山
公
民
館

　

☎
０
８
５
９
‐
53
‐
３
０
０
３

ス
ポ
ー
ツ
チ
ャ
ン
バ
ラ

体
験
講
習
会

新
し
い

人
権
擁
護
委
員

　

4
月
1
日
付
け
で
新
た
に
小
谷
章

公
さ
ん
（
下
甲
）
が
、
本
町
の
人
権

擁
護
委
員
（
中
山
地
区
担
当
）
と
し

て
、
法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
ま
し

た
。

 

任
期
は
3
年
間
で
、
人
権
相
談
所

を
開
設
す
る
な
ど
人
権
啓
発
・
普
及

の
推
進
に
努
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

法
務
大
臣
か
ら

感
謝
状

　

3
月
31
日
に
人
権
擁
護
委
員
を
退

任
さ
れ
た
細
谷
雄
允
さ
ん
（
八
重
）

に
は
、
平
成
4
年
か
ら
長
期
に
わ
た

り
、
自
由
人
権
思
想
の
普
及
高
揚
に

努
め
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
功

績
に
対
し
、
法
務
大
臣
か
ら
感
謝
状

が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

小谷章公 人権擁護委員

細谷雄允さん

春の
行政相談週間

■
日
時　

５
月
18
日
（
日
）

　
　
　
　

９
時
30
分
〜
16
時　
　
　

　

※
雨
天
中
止

む
き
ば
ん
だ
春
の
親
子

写
生
会
親
子
で
描
こ
う
妻
木
晩
田

■
会
場　

妻
木
晩
田
遺
跡

■
申
込
期
限　

５
月
14
日(

水)

■
準
備
し
て
い
た
だ
く
も
の

　

絵
具
、
パ
レ
ッ
ト
、
昼
食
、
帽

子
、
飲
み
物
な
ど
（
画
板
と
画
用

紙
は
用
意
し
ま
す
）

■
申
込
み
方
法　

は
が
き
、
フ
ァ

ク
シ
ミ
リ
、
Ｅ
メ
ー
ル
で
妻
木

晩
田
遺
跡
事
務
所
ま
で
。（
Ｈ
Ｐ

内
の
「
講
座
・
イ
ベ
ン
ト
申
込
み

フ
ォ
ー
ム
」
で
の
お
申
込
み
が
便

利
で
す
）

■
賞
品
等　

入
選
作
に
は
賞
品
、

参
加
者
全
員
に
記
念
品
を
差
し
上

げ
ま
す
。

■
作
品
展　

５
月
19
日
（
月
）
〜

６
月
１
日
（
日
）
ジ
ャ
ス
コ
日
吉

津
店
、
6
月
2
日
（
月
）
〜
6
月

29
日
（
日
）
妻
木
晩
田
遺
跡
事
務

所
で
開
催
。

■
問
合
せ
先

　

妻
木
晩
田
遺
跡
事
務
所

　

☎
０
８
５
９
‐
37
‐
４
０
０
０

５月１９日（月）

　　～２５日（日）

　　皆さんの身の回りで、役所の仕事

や手続き、サービスなどの関係で

　◎苦情がある、困っていることがある

　◎こうしてほしい

　◎苦情を申し出たが、説明や措置な

どに納得がいかない

　◎苦情や困っていることなどについ

て、どこに相談してよいか分からない

　◎制度や仕組みが分からない

　などのことはありませんか。

　このような苦情をお持ちの方は、毎

月行政相談所が開設されますので相談

ください。

　大山町では３名の行政相談委員さん

（総務大臣が委嘱）により、毎月１回

各地区を会場に相談所を開設しています。

◆大山町行政相談委員さん

　中山会場：谷
たにぐちともあき

口智昭さん（上市）

　　　　　　☎ 0858-58-2281

　名和会場： 松
まつおか

岡久
く み こ

美子さん（上坪東）

                  ☎ 0859-54-2308

　大山会場：清
しみずたけふみ

水剛文さん（上野）

                  ☎ 0859-53-3122

◆５月の相談所は次のとおりです。

　〔中山会場〕

    ５月２６日（月）9:30 ～ 12:00

    福祉センターなかやま

　〔名和会場〕

　 ５月   ７日（水）9:30 ～ 12:00

　 保健福祉センターなわ

　〔大山会場〕

　 ５月１４日（水）13:00 ～ 16:00

　 保健福祉センターだいせん

◆総務省鳥取行政評価事務所（鳥取第

１地方合同庁舎）でも随時相談を受け

付けています。

おこまりならまるまるくじょーひゃくとおばん

裁
判
員
制
度
ミ
ニ
フ
ォ
ー

ラ
ム
・
裁
判
所
見
学
会

　

5
月
1
日
か
ら
同
月
7
日
ま
で
の

憲
法
週
間
に
ち
な
ん
で
、
次
の
行
事

が
開
か
れ
ま
す
。

◆
裁
判
員
制
度
ミ
ニ
フ
ォ
ー
ラ
ム

　

日
時 

５
月
3
日
（
土
）
14
時
〜
16
時

　

場
所　

鳥
取
県
立
県
民
文
化
会
館

　

内
容　

映
画
の
上
映
、
裁
判
員
制

度
の
解
説
、
意
見
交
換

　

定
員　

1
０
０
人

　

申
し
込
み
先

　

鳥
取
地
方
裁
判
所
総
務
課
庶
務
係

　

☎
０
８
５
７
‐
22
‐
２
１
７
１

◆
裁
判
所
見
学
会
（
鳥
取
地
方
・
家

庭
裁
判
所
米
子
支
部
）

　

日
時　

5
月
9
日
（
金
）
10
時
〜
正
午

　

定
員　

30
人

　

申
し
込
み
先　

　

鳥
取
地
方
裁
判
所
米
子
支
部
庶
務
課

　

☎
０
８
５
９
‐
22
‐
２
２
０
５


